
        令和６年度 みふじ幼稚園募集要項（概要） 

 
１．募 集 人 数    （１）１年保育児    若干名（平成３０年４月２日～平成３１年４月１日生まれの５歳児） 

（２）２年保育児    ２０名（平成３１年４月２日～令和 ２年４月１日生まれの４歳児） 

（３）３年保育児    ８０名（令和 ２年４月２日～令和 ３年４月１日生まれの３歳児） 

 

２．募 集 方 法  （１）願書配付日   １０月１３日（金）⇒ ①入園願書   ②入園願書受付時間票の配付 

（２）願書受付日   １１月 １日（水）⇒ ①入園願書受付 ②集団遊び ③入園手続き ④入園許可証交付 

   

 

 

   

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

３．保 育 時 間     (１)平常保育の日  (月・火・水・木・金)         午前８：３０～ 午後３：００ 

(２)短縮保育の日（運動会の前日、行事の準備がある場合等） 午前８：３０～ 午後１：００（給食はあります） 

                ☆運動会その他の行事について、土曜日、日曜日、祝日に実施することがあります。 

 

４．保  育  料  等        園にお問い合わせください。 

 

５．延 長 保 育    お仕事や急用等で、お子さんのお迎え時間に間に合わない場合などにご利用下さい。※延長保育の時間は変更する場合があります。 

及び預かり保育 

 

 

  

 

６．給食実施日      月・火・水・木・金   ☆月に一回程度、ご家庭でお弁当をご用意願います。≪愛情弁当の日≫ 

 

７．園行事の費用 （１）遠足（全学年）・夏期保育で実施するお泊まり保育（年長のみ）は実費負担になります。 

尚、保護者が参加する遠足は年少組のみです。 

 ★上記以外の行事費用及び寄付金等は、いただきません。 

（２）各種クラス集合写真（保育参観・園外保育・鼓笛隊・夕涼み会・お遊戯会）は無料配付です。 

また入園・進級記念写真、卒園記念写真は園より贈呈します。 

 

８．登降園の方法     徒歩（歩き・自転車・自動車）又は幼稚園バスによる通園です。【徒歩通園の方は８：３０～９：００までに登園して下さい。】 

 

９．園の駐車場      幼稚園南側駐車場（公園横） 

 

１０．特 別 指 導    本園は、正課の中で専門指導員による「音楽指導・英語指導・水泳指導・体育指導」を行い、健康な身体と明るい心、 

そして、最後までやり遂げる粘り強い心を育てています。   ★特別指導は、納入金より支出していますので別途徴収はありません。 

 

１１．課 外 活 動    〇英会話教室  〇美術教室  〇体操クラブ  〇サッカークラブ  〇空手教室  ★指導料別途負担 

 

１２. 幼稚園無償化事業   申請書の提出で全園児対象となります。（月額 25,700円）   ★預かり保育補助⇒各市町村の認定が必要 

 

１３. 個人情報の利用と第三者への提供・開示の禁止 

当園は、教育活動及び園業務の正当な目的に必要な範囲においてのみ、個人情報を取り扱います。又、皆様からご提供いただきました情報について、 

同意いただいている場合や法令に基づき開示を請求された場合など、正当な理由がある場合を除き、決して第三者に提供・開示は致しません。 

 

                     ※上記の各項目は、令和 6年度もので令和 7年度は一部変更する場合もあります。 

                     ※満三歳児保育の募集要項につきましては別途になります。 

 

学校法人 新武蔵野学園  
 〒３５４―００４１ 埼玉県入間郡三芳町藤久保７３３―１  ☎０４９（２５８）８１１１（代） 

◎１１月１日（水）にご用意いただくもの・・・・入園願書受付時間票により指定された時間に、必ずお子さん同伴でご来園下さい。 

（１）入園願書  ⇒ 「写真貼付・地図・捺印」 

（２）入園手数料 ⇒ ３，０００円 

（３）入 園 料 ⇒ ５歳児「１年保育」３０，０００円  ・４歳児「２年保育」３０，０００円  ・３歳児「３年保育」６０，０００円 

【注】兄弟姉妹が２名同時に入在園の場合は、１名については入園料を１０，０００円減額します。 

【注】卒園児の弟妹が入園の場合は、入園料を５，０００円減額します。 

（４）上履き（スリッパ）・筆記用具をお持ち下さい。 

（５）既納の入園料は返金を致しません。但し、保護者の転勤又は本人の負傷等で入園が不可能の場合は、入園料を全額返金致します。（証明書提出） 

◎集団遊びについて 

（１）短い時間で集団生活が可能かどうか判断が付かない場合は、保護者との面談をさせていただきます。 

（２）集団生活ができるのか判断が付かない場合は、専門機関での診断を受けていただくようになります。 

その場合は、専門機関の診断書を提出していただきます。診断の結果、集団生活が可能であるとの診断が出た場合は入園を許可します。 

（３）入園を許可されても、入園後に集団生活になじめない場合は、面談をさせていただきます。 

    午前 7:45  8:00   8:30                        午後 3:00                          6:30 

１ 平常の保育日 早朝保育 平  常  保  育 延  長  保  育 

２ 長 期 休 業 期 間 預かり保育 【☆夏休み・冬休みに実施 （注)盆休み・年末年始以外の月～金)】 


